
参加者の有無を確認する公募手続に係る参加意思確認書の提出を求める公示 

 

令和８年４月２３日 

国土技術政策総合研究所長 佐藤 寿延 

 

次のとおり、参加意思確認書の提出を招請します。  

 

１．当該招請の主旨 

本業務は、「河道基盤情報化アプリケーション」の整備のうち、データ登録や抽出機能、作図・表

示機能等の個別機能の開発を主な対象として設計、構築を行うものである。 

本業務においては、河道基盤情報化アプリケーションに関する高度な専門知識及び技術的検討

能力を有していることが必要であることから、４．の応募要件を満 たし、本業務の実施を希望する者

の有無を確認する目的で、参加意思確認書の提 出を招請する公募を実施するものである。 

公募の結果、４．の応募要件を満たすと認められる者がいない場合にあっては、本業務に必要

な要件を有している法人等（以下「特定法人」という。）との契約手続きに移行する。 

なお、４．の応募要件を満たすと認められる者がいる場合にあっては、特定法人と当該応募者に

対してプロポーザル方式による技術提案書の提出を要請する予定である。 

 

２．業務概要 

(1) 業務名     令和８年度河道基盤情報化アプリケーション設計・構築業務 

(2) 業務内容 

  １）計画準備  １式 

  ２）アプリケーションの設計・構築及び導入   １式 

  ３）関係者協議及び設計・構築への反映   １式 

  ４）課題の整理及び要件定義書等の修正・更新   １式 

  ５）報告書作成 １式 

(3) 履行期間   契約の翌日から令和９年２月２６日まで 

 

３．業務目的 

国土交通省では、データに基づいた河川管理の効率化・高度化を目的に、直轄管理河川の

様々なデータをクラウド上で一元的に集約・連携する「流域データプラットフォーム」の構築を推進し

ている。 

 国土技術政策総合研究所では、この流域データプラットフォームの一部として、河道や堤防の

基礎データや被災情報等を管理・活用する「河道基盤情報化アプリケーション」の整備を進めてい

る。 

 本業務は、「河道基盤情報化アプリケーション」の整備のうち、データ登録や抽出機能、作図・

表示機能等の個別機能の開発を主な対象として設計、構築を行うものである。 

 

４．応募要件 

参加意思確認書の提出者（以下、「参加表明者」という。）は、（１）に掲げる資格を満たしている

単体企業又は設計共同体であり、(2)～(5)の要件を満たしていること。 

(1) 基本的要件 

１）単体企業 

① 予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号。以下「予決令」という。）第９８条におい

て準用する第７０条及び第７１条の規定に該当しない者であること。 

② 国土技術政策総合研究所における令和７・８年度土木関係建設コンサルタント業務に係

る一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けている者であること。（会社更生法（平成 14

年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平

成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手



続開始の決定後、国土技術政策総合研究所長が別に定める手続きに基づく一般競争（指

名競争）入札参加資格の再認定を受けていること。） 

③ 国土技術政策総合研究所長から建設コンサルタント業務等に関し指名停止を受けている

期間中の者でないこと。 

④ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国

土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 

⑤ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている

者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされて

いる者（②の再認定を受けた者は除く。）でないこと。 

⑥ 法人税並びに消費税及び地方消費税の滞納が無いこと。 

⑦ 労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合、保険料等の滞納が無いこと。 

２）設計共同体 

１）に掲げる条件を満たしている者により構成される設計共同体であって、「競争参加者

の資格に関する公示」（本業務の公示日付け国土技術政策総合研究所究所長）に示す

ところにより、国土技術政策総合研究所長から令和８年度河道基盤情報化アプリケーシ

ョン設計・構築業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格の認定を受けている

者であること。 

(2) 参加意思確認書を提出しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。（資本関係

又は人的関係がある者のすべてが設計共同体の代表者以外の構成員である場合を除く。）（業

務説明書参照） 

(3) 技術力に関する要件 

２．業務概要 （２）業務内容に示す「アプリケーションの設計・構築及び導入」を行うこ

とができる能力を有すること。 

(4) 参加表明者及び、予定管理技術者は、下記に示される同種業務又は同種研究の実績を１件

以上有さなければならない。 

同種業務：河川分野のシステム開発に関する業務 

同種研究：河川分野のシステム開発に関する研究 

(5) 予定管理技術者は、下記の資格のいずれかを有する者とする。 

ア）技術士（総合技術監理部門：建設に関する科目） 

イ）技術士（建設部門） 

ウ）ＲＣＣＭ（下記カ）を除く） 

エ）博士（工学）、博士（学術）又はそれと同等の学位を有する者 

オ）本説明書に示す同種研究に関する、競争的研究資金等を用いた研究における研究代表

者としての経験を有する者 

カ）国土交通省登録技術者資格（施設分野：河川・ダム、業務：計画・調査・設計） 

キ）土木学会認定土木技術者（特別上級・上級・１級）（上記カ）を除く） 

５．手続等 

(1) 担当部局 

〒305-0804 茨城県つくば市旭１ 

国土交通省 国土技術政策総合研究所 

河川研究部河川研究室主任研究官 松井 大生 

ＴＥＬ 029-864-2758 

電子メール matsui-d2cf@mlit.go.jp 

(2) 説明書の交付期間、入手場所及び方法 

①交付期間 令和８年４月２３日(木)から令和８年５月２０日(水)までの土曜日、日曜日、祝日を

除く９時から１７時まで（ただし、最終日は、12時まで） 

②入手場所 ５．(1)に同じ 

③入手方法 ５．(1)に対して、原則電子メールで「入手申込」を行う。ただし、電子メールで「入手

申込」ができない場合は、面会・電話・郵送のうちのいずれかの方法によるものとす

る。 



(3) 参加意思確認書の提出期限及び方法 

①提出期限 令和８年５月２１日(木)１７時００分 

②提出先   ５．(1)に同じ 

③提出方法 原則電子メールによる。ただし、電子メールで提出ができない場合は、持参・郵送

（書留郵便に限る。）のうちのいずれかの方法によるものとする。 

(4) 説明書の内容についての質問の受付及び回答 

①受付場所 ５．(1)に同じ 

②受付期間 

ア）参加意思確認書に係る質問 

令和８年４月２３日(木)から令和８年５月１９日(木)17時まで 

イ）技術提案書に係る質問 

令和８年４月２３日(木)から令和８年５月２８日(火)17時まで 

(5) 確認審査結果通知（技術提案書の要請） 

令和８年５月２６日(火) 

(6) 技術提案書の提出期限及び方法 

①提出期限 令和８年６月９日(火)１７時００分 

②提出先   ５．(1)に同じ 

③提出方法  ５．(3)③に同じ 

(7) 技術提案書に関するヒアリング 

①実施方法 Ｗｅｂヒアリング（Microsoft Teams） 

②実施日   令和８年６月１１日（木） 

 

 ６．その他 

(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 本業務における契約保証金は免除する。 

(3) 契約書の作成の要否 要 

(4) 関連情報を入手するための照会窓口 ５．(１)に同じ 

(5) ４．(1)１）②に掲げる一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けていない場合も参加意思確

認書を提出することができるが、その者が技術提案書の提出者として選定された場合であって

も、技術提案書を提出するためには、技術提案書の提出の時において、当該資格の認定を受け

ていなければならない。 

(6) 設計共同体については、４．(1)２）により参加表明書を提出することができるが、その者が技術

提案書の提出者として選定された場合、技術提案書を提出するためには、技術提案書の提出

の時において、「競争参加者の資格に関する公示」（本業務の公示日付け国土技術政策総合研

究所長）に示すところにより国土技術政策総合研究所長から令和８年度河道基盤情報化アプリ

ケーション設計・構築業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格の認定を受けていなけ

ればならない。 

(7) 詳細は業務説明書による。 



 

競争参加者の資格に関する公示 

 

令和８年度河道基盤情報化アプリケーション設計・構築業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格（以下

「設計共同体としての資格」という。）を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。 

 令和８年４月２３日 

                           国土技術政策総合研究所長  佐藤 寿延 

１． 業務概要 

（１）業務名   令和８年度河道基盤情報化アプリケーション設計・構築業務 

（２）業務内容  本業務は、「河道基盤情報化アプリケーション」の整備のうち、データ登録や抽出機能、作図・表

示機能等の個別機能の開発を主な対象として設計、構築を行うものである。 

  １）計画準備  １式 

  ２）アプリケーションの設計・構築及び導入   １式 

  ３）関係者協議及び設計・構築への反映   １式 

  ４）課題の整理及び要件定義書等の修正・更新   １式 

  ５）報告書作成 １式 

（３）履行期間  契約の翌日から令和９年２月２６日まで 

 

２． 申請の時期 

   本業務の公示日から令和８年５月２１日まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

     

３． 申請の方法 

  （１）申請書の入手方法 

   「競争参加資格審査申請書（建設コンサルタント業務等）」（以下「申請書」という。）は、国土技術政策総合研究所

ホームページ（http://www.nilim.go.jp/）へアクセスして入手するものとする。 

（２）申請書の提出方法及び提出場所 

  申請者は、申請書に令和８年度河道基盤情報化アプリケーション設計・構築業務設計共同体協定書（４（４）の

条件を満たすものに限る。）の写しを添付し、持参又は郵送（書留郵便に限る。）により提出すること。 

  提出場所は、   〒３０５－０８０４ 茨城県つくば市旭１番地 

            国土交通省 国土技術政策総合研究所 

            総務部 会計課 調査係 

            電話 ０２９－８６４－４０３４ とする。 

（３）申請書の作成に用いる言語 

  申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。 

 

４．設計共同体としての資格及びその審査 

  次に掲げる条件を満たさない設計共同体については、設計共同体としての資格がないと認定する。それ以外の

設計共同体については、「競争参加者の資格に関する公示」（令和６年１０月１日付け国土交通省大臣官房会計

課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令和６年１０月１日付け公示」という。）６ （測量・建設コン

サルタント等業務）の(1)から(4)までに掲げる項目について総合点数を付与して設計共同体としての資格があると

認定する。 

（１）組合せ 

構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。 

① 予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条及び第７１条の規定に該当しない者であるこ

と。 

② 国土技術政策総合研究所における令和７・８年度土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争



（指名競争）参加資格の認定を受けている者であること。 

③ 国土技術政策総合研究所長から建設コンサルタント業務等に関し指名停止を受けている期間中の者

でないこと。 

④ 令和６年１０月１日付け公示５（測量・建設コンサルタント等業務）の①から⑤までに該当しない者であ

ること。 

（２） 業務形態 

  ① 構成員の業務分担が、業務の内容により令和８年度河道基盤情報化アプリケーション設計・構築業務

設計共同体協定書において明らかであること。 

② 一つの分担業務を複数の企業が共同して実施する事がないことが、令和８年度河道基盤情報化アプ

リケーション設計・構築業務設計共同体協定書において明らかであること。 

（３） 代表者要件 

   構成員において決定された代表者が、令和８年度河道基盤情報化アプリケーション設計・構築業務設計

共同体協定書において明らかであること。 

（４） 設計共同体の協定書 

    設計共同体の協定書が「建設コンサルタント業務等における共同設計方式の取扱いについて」（平成１０年１

２月１０日付け建設省厚契発第５４号、建設省技調発第２３６号、建設省営建発第６５号）の別紙１に示された

「○○設計共同体協定書」よるものであること。 

 

５．一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体の取扱い 

  ４．（１）②の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体も２及び３により申請することができる。この場

合において、設計共同体としての資格が認定されるためには、４（１）②の認定を受けていない構成員が４（１）

②の認定を受けることが必要である。また、この場合において、４（１）②の認定を受けていない構成員が、当該

業務に係る技術提案書の提出の時までに４（１）②の認定を受けていないときは、設計共同体としての資格が

ないと認定する。 

 

６．資格審査結果の通知 

  競争参加資格認定通知書により通知する。 

 

７．資格の有効期間 

  ６の設計共同体としての資格の有効期間は、設計共同体としての資格の認定の日から当該業務が完了する

日までとする。ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結され

る日までとする。 

 

８．その他 

（１）設計共同体の名称は、「令和８年度河道基盤情報化アプリケーション設計・構築業務△△・○○設計共同体」

とする。 


